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屋外広告物の出せない地域・場所と出せる地域・場所 

 

〇広告物の出せない地域・場所と出せる地域・場所に分けられます。（条例第６条・第８条） 

広告物の出せないところ 

（禁止区域）条例第６条 

広告物の出せるところ 

（許可区域）条例第８条 

第１種・第２種低層住居専用地域 

第１種・第２種中高層住居専用地域 

景観地区のうち知事が指定する区域 

風致地区 

文化財保護法の建造物及びその周囲 

墓地、社寺、教会 

公園、緑地、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地 

学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地 

道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地域で、知事

の定める地域 

 

 

 

 

左記を除く港区区域 

                     

                      

 

〇許可区域を含め、禁止区域にも許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物 

があります。（条例第１３条：適用除外広告物） 

１ 他の法令の規定により表示する広告物等 

２ 国又は公共団体が公共目的をもって表示する広告物等 

３ 公益を目的とした集会、行事、催物等のために表示するはり紙、はり札、広告旗、 

立看板等、広告幕及びアドバルーン 

４ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物 

５ 自己の氏名、名称、店名、若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す 

るため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等（自家用広告物） 

６ 自己の管理する土地又は物件に、管理者が管理上必要な事項を表示する広告物等 

７ 冠婚葬祭、祭礼等のために表示する広告物等 

８ 公益を目的とした行事、催物等のために表示するプロジェクションマッピングで、公 

益性を有するもの 

         

 

 

 

許可を受けずに表示又は設置することができる広告物に
公益目的のプロジェクションマッピングが加わりました。 

手続きは、届出となります。 

ただし 
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港区用途地域（抜粋） 
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プロジェクションマッピングの表示手法 

 実施手法 条件・規格 手続き 手数料 共通事項 

 

①  

 

これまで同様に広告塔・建物壁面

を利用し、企業広告をプロジェク

ションマッピングで表示する場合 

条例第２１条第１項第１２号（規

格の設定） 

・これまでの通常の広告塔・広告板（建物壁面）と同様の高さ・面積の制限を受け

ます。 

・全面企業広告可 

許可申請 

 

徴収 

 

 

・景観・周

辺環境及び

道路交通等

の安全に配

慮し、支障

を及ぼさな

いものであ

ること。 

・道路を挟

んで表示す

る場合等に

おいては、

信号機、道

路標識等の

効用を阻害

し、又は車

両運転者を

幻惑するお

それがない

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

公益を目的としたプロジェクショ

ンマッピングの場合 

条例第１３条８号 

（許可を受けずに表示することが

できる。） 

※自家用広告物や公共目的の広告

物等と同じ扱いとして追加。 

・表示期間３か月以内 

・企業広告が概ね１/３以内 

・企業広告収益の用途が公益目的になること 

・これまでの広告塔・広告板

と同様の高さ・面積の制限を

受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表示期間１４日以内 

・企業広告が概ね１/３以内 

・企業広告収益の用途が公益目的になること 

・禁止区域においては、公園等又は学校、官公署等、

観光施設等で周辺環境及び交通安全等に支障を及ぼ

すおそれのないもの 

（期間短縮による緩和） 

・プロジェクションマッピン

グの上端までの高さ制限以外

の面積等の制限は受けなくな

ります。 

・下記、イ～ロのいずれかに該当 

イ 表示期間７日以内 

ロ １日当たり３時間以内 

ハ 高さ制限を超えて表示する部分の面積の合

計が、当該高さ制限を超える部分の壁面の面積

の３/１０以下。   

・企業広告が概ね１/３以内 

・企業広告収益の用途が公益目的になること 

・禁止区域においては、公園等又は学校、官公署等、

観光施設等で周辺環境及び交通安全等に支障を及ぼ

すおそれのないもの 

（期間短縮等による緩和） 

・上記に加え、さらに、プロ

ジェクションマッピングの上

端までの高さ制限を受けなく

なります。 

 

届出 徴 収 し

ない 

 

 

 

③  

プロジェクションマッピング活用

地区の指定を受けた地区内でのプ

ロジェクションマッピングの場合 

条例第２２条の２（プロジェクシ

ョンマッピング活用地区） 

・まちづくり団体等が活用計画の案を作成 

・説明会の開催、活用地区の住民の意見を反映 

・都は活用地区に係る区に意見照会 

・知事が別に定める基準（※資料⑤）を満たすもの

と認めた場合活用地区として指定 

・当該活用地区の指定を受け

るにあたり、地域特性を踏ま

えたプロジェクションマッピ

ングの面積、高さの基準、ま

た運営等を定め、認められた

活用計画書に基づき、実施す

ることができます。 

許可申請 徴収 
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屋外広告物の設置・表示の禁止区域、許可区域とプロジェクションマッピング(概要図） 　※代表的なものを示しています

☆屋外広告物条例13条8号（許可を受けずに表示等できる広告物）による公益目的のプロジェクションマッピング（ＰＭ）実施の可否
　　　可能･･･【13-8広告：〇】、不可・・・【13-8広告：×】　　※手続きは「設置・表示届」による届け出（手数料なし）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　※１　表示期間短縮１４日以内、また７日以内、1日3時間以内の条件により規格外表示可能

☆屋外広告物条例12条の2（知事の指定を受けた「活用地区」）によるプロジェクションマッピング（ＰＭ）実施の可否
　　　可能･･･【１２の2活用：〇】、不可・・・【12の2活用：×】　　※手続きは「許可申請」による許可（手数料あり）

「禁止区域」

区立公園等

【13-8広告：〇】
※1 規格外表示可能

「禁止区域」

学校・官公署等

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

「禁止区域」

都立・区立公園等

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

「禁止区域」

学校・官公署等

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

「許可区域」※広告物を許可を受けて出せます

・「禁止区域」に示した用途地域以外 （第一種・二種住居地域、商業地域

「禁止区域」※広告物を出せません

「禁止区域」道路 【13‐8広告：×】

・第一・二種低層住居専用地域

・第一・二種中高層住居専用地域

・風致地区 等

※自分の店、ビル名は出せます（面積

等規定以下であれば「許可区域」も含

めて許可を受けないで表示可能）

「禁止区域」

・歴史的文化施設等

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

「禁止区域」

・歴史的文化的施設等

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

「禁止区域」道路 【13‐8広告：×】

○○ビル

〇〇〇

コーラ

〇通常広告 許可物件（手数料あり）

※ＰＭにて表示可能

〇△ビ

ル

【13-8広告：〇】
※１ 規格外表示可能

【13‐8広告：〇】
※ 規格外表示不可

△△

マンション

【12の2活用：〇】※都指定「活用地区」

☆指定は周辺環境的に困難性高い

・規格等地域ルール、自主運営

・ＰＭ等実施 許可物件（手数料あり）

４

資
料
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【12の２活用：〇】※都指定「活用地区」

・規格等地域ルール、自主運営

・ＰＭ等実施 許可物件（手数料あり）
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